
１．対象業者の商号又は名称（代表者名）及び住所

( )

２．措置期間

7 年 11 月 25 日 ～ 8 年 1 月 7 日 （ ）

３．事実概要

４．措置理由

３　前号に掲げる工事等以外のもの（以下「一般工事等」とい
う。）で県内におけるものの施工に当たり、過失により工事等を
粗雑にした場合において、契約不適合が重大であると認められる
とき。

当該認定をした日から
１か月以上６か月以内

問い合わせ先

福島県総務部入札監理課
福島県福島市杉妻町２－１６

（電話）０２４－５２１－７８９９

　当該人は、元請負人として南相馬市発注「原町区下水管渠築造第１工区工事」におい
て、令和７年２月13 日の完成検査に合格し、発注者に工事目的物を引き渡した。
　その後、管内に水が混入している疑いがあり、調査を行った結果、支管接続部位の接着
不良による地下水の浸入等が判明した。
　このため、発注者により令和７年８月８日付けで南相馬市工事請負契約約款の契約不適
合責任に基づき、修補が請求された。

　上記のことが、本県建設工事等入札参加資格制限措置要綱別表第１の３（過失等による
粗雑工事）に該当するため。

【入札参加資格制限措置要綱別表第１の３】

措　　置　　要　　件 期　　間

（過失等による粗雑工事）

様式第7号（第14条関係）

入札参加資格制限措置の概要

商号又は名称(代表者名) ハギハラ株式会社 代表取締役　長島　孝

法人番号 9380001015785

住 所 福島県南相馬市原町区北原字巣掛場６９

令和 令和 1か月2週間


